
                             ７学振第 2086 号 

                             令和８年２月 13 日 

 

 関係私立学校設置者様 

 

                      愛知県県民文化局学事振興課長 

 

３３ 知事所轄学校法人が作成する計算書類に関する特例について（通知） 

 

 学校法人会計基準の一部を改正する省令（令和６年文部科学省令第 28 号）によ

る改正後の学校法人会計基準（昭和 46 年文部省令第 18 号）を踏まえて、知事所

轄学校法人が作成する計算書類に関する特例について、別添のとおりとりまとめま

した。つきましては、令和７年度以降の計算書類作成等に当たっての参考としてく

ださい。 

 

 

                  担   当 私学振興室指導グループ 

                  電   話 052-954-6186（ダイヤルイン） 

                  電子メール shigaku@pref.aichi.lg.jp 

 

 

33 - 1

mailto:shigaku@pref.aichi.lg.jp


令
和
８
年
２
月
　

対
象

 
 
高

等
学

校
を

設
置

 
 
し

な
い

法
人

(
注

１
)

 
 
高

等
学

校
を

設
置

 
 
す

る
法

人
根

拠
条

文
等

(
注

２
)

備
　
　
考

1
 
徴
収
不
能

引
当

金
の

計
上

を
省

略
す

る
こ

と
の

可
否

可
不

可
第

4
8
条

2
 
第
4
号
基
本

金
を

組
み

入
れ

な
い

こ
と

の
可

否
可

不
可

第
4
9
条

3
 
活
動
区
分

資
金

収
支

計
算

書
の

作
成

を
省

略
す

る
こ
と
の

可
否

可
可

第
5
0
条

4
 
基
本
金
明

細
書

の
作

成
を

省
略

す
る

こ
と

の
可

否
可

不
可

第
5
0
条

　
基

本
金

明
細

書
を

省
略

す
る

場
合

、
未

組
入

額
を

残
す

こ
と

は
禁

じ
ら

れ
て

お
り

、
固

定
資

産
の

取
得

年
度

に
そ

の
取

得
価

額
の

全
額

を
基

本
金

に
組

み
入

れ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
「

※
報

告
」

）

5
 
教
育
研
究

経
費

支
出

と
管

理
経

費
支

出
を

区
分

し
な
い
こ

と
の

可
否

可
可

6
 
教
育
研
究

用
機

器
備

品
と

管
理

用
機

器
備

品
を

区
分
し
な

い
こ

と
の

可
否

可
可

7
 
退
職
給
与

引
当

金
の

計
上

を
省

略
す

る
こ

と
の

可
否

可
不

可

8
 
単
数
の
学

校
の

み
を

設
置

す
る

学
校

法
人

に
お
い
て
、

事
業

活
動

収
支

内
訳

表
、

資
金

収
支

可
内
訳
表
の

作
成

を
省

略
す

る
こ

と
の

可
否

　
*
２

以
上

の
課

程
を

置
く

　
 
高

等
学

校
は

不
可

(
注

１
）

専
修

学
校

・
各

種
学

校
の

み
を

設
置

す
る

法
人

を
含

む
。

(
注

２
）

「
根

拠
条

文
等

」
欄

に
つ

い
て

※
第

4
8
条

～
第

5
0
条

は
、

「
学

校
法

人
会

計
基

準
」

の
条

文
の

番
号

※
「

報
告

」
と

は
、

「
都

道
府

県
知

事
所

轄
学

校
法

人
に

お
け

る
学

校
法

人
会

計
基

準
の

実
施

に
つ

い
て

（
昭

和
4
6
年

2
月

2
5
日

付
け

学
校

法
人

財
務

基
準

調
査

研
究

会
報

告
）

」
を

指
す

。

※
「

通
知

」
と

は
、

「
私

立
学

校
振

興
助

成
法

第
1
4
条

第
4
項

に
基

づ
く

書
類

の
提

出
等

に
つ

い
て

（
令

和
6
年

1
2
月

9
日

付
け

文
部

科
学

省
高

等
教

育
局

私
学

部
長

通
知

（
６

文
科

高
第

1
4
5
7
号

）
）

」

知
事
所
轄
学
校
法
人
が
作
成
す
る
計
算
書
類
に

関
す

る
特

例

　
を

指
す

。

特
 
例

 
の

 
内

 
容

会 計 監 査 人 非 設 置 法 人 の み
※

報
告

全 法 人
可

※
通

知

　
単

数
の

学
校

の
み

を
設

置
す

る
学

校
法

人
の

場
合

、
事

業
活

動
収

支
内

訳
表

及
び

資
金

収
支

内
訳

表
は

、
そ

れ
ぞ

れ
事

業
活

動
収

支
計

算
書

と
資

金
収

支
計

算
書

と
同

様
の

内
容

と
な

る
こ

と
か

ら
、

そ
れ

ぞ
れ

の
内

訳
表

の
作

成
自

体
を

省
略

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
　

た
だ

し
、

人
件

費
支

出
内

訳
表

の
作

成
は

省
略

で
き

な
い

。
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